
「再生可能エネルギー電気卸供給約款」の概要 

送配電事業者が買い取ったＦＩＴ電気については，原則として「卸電力取引市場を

経由して小売電気事業者等へ引き渡す」こととされていますが，小売電気事業者等の

求めによって「小売電気事業者等に供給する」こともできます。 

再生可能エネルギー電気卸供給約款は，この「小売電気事業者等に供給する」場合 

（下図破線箇所）の料金およびその他必要となる供給条件を定めるものです。 

【参考：ＦＩＴ電気の流れのイメージ】 
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